
防衛省・自衛隊に関する質問

アクセス・無害化措置って

自衛隊のどの部隊がするの？
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能動的サイバー防御法の制定に伴い、自衛隊には、アクセス・無害
化措置という新たな任務が付与され、実施主体としては、

自衛隊サイバー防衛隊 を念頭に置いています。

自衛隊サイバー防衛隊は、２４時間態勢 で、防衛省・自衛隊の

基盤的なネットワークである防衛情報通信基盤（ＤＩＩ）などを

防護するとともに、平素から、ＯＪＴや訓練を通じ、

隊員の能力や専門性を高めています。

また、防衛省・自衛隊のサイバー領域の能力の向上のため、自衛隊サ

イバー防衛隊などのサイバー専門部隊を２０２７年度（令和
９年度）を目途に約４千人の体制に拡充することとしています。

サイバー防衛体制の強化


